
 

 
 

 
 

感染対策における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定のための 

「集団研修（オンライン研修）」に関する実施要綱 
 

 
1. 目的 

介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、感染症の流行

や災害の発生時であっても継続的なサービスの提供が求められている。また、今般の新型コロナ

ウイルス感染症の発生を受けて、介護サービス事業者においては、令和５年度末までに感染対策

や業務継続計画（ＢＣＰ）の策定が義務付けされたところである。 

本研修は、感染対策における事業継続計画（ＢＣＰ）を介護サービス事業者において策定を進

めるために、事業継続計画（ＢＣＰ）策定の専門家や有識者からの講義や、感染症の専門家（感

染管理認定看護師及び感染症看護専門看護師等）が関わるグループワークによって、介護サービ

ス事業者の状況に応じた感染対策のための業務継続計画（ＢＣＰ）策定に向けた知識や実際の策

定方法を学ぶ機会としてオンラインにて実施する。 

本研修を受けた介護サービス事業者においては、研修で得た知見やグループワークで実践し

た内容に基づき、令和５年度末の期限に向けて事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に本格的に取り組

むことを期待する。 

 

 
2. 実施主体 

厚生労働省（株式会社日本能率協会総合研究所へ委託） 
 
 

3. 対象 

管理者、感染対策教育担当者（以下「管理者等」という。）あるいは介護サービス事業者

において事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を担う立場にある職員及び感染症対策における事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定に関心のある職員 

 

 

4. 内容と日程等 

（１）内容 

①基調講演：「介護サービス事業所における感染予防について」 

松本哲哉 氏  国際医療福祉大学 医学部 感染症学講座 主任教授 

国際医療福祉大学 成田病院 感染制御部 部長 

 

②講義１：「介護サービス事業所におけるＢＣＰ策定の基礎知識」 

本田茂樹 氏  ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 

       信州大学 特任教授 

厚生労働省 

「令和２年度 介護サービス類型に応じた業務継続計画 

（ＢＣＰ）作成支援業務一式」 検討委員会 委員長 

（「介護施設・事業所における新型コロナウィルス感染症発

生時の業務継続ガイドライン」「様式ツール」等を作成） 

 

③講義２：介護施設・事業所における事業継続計画（ＢＣＰ）策定事例 

（施設系／通所系／訪問系） 

※参加事業所のサービス種別に応じて、施設系/通所系/訪問系のいずれかの事例を 

 視聴する 

  

別添 



 

④グループワーク 

 ファシリテーターである感染症の専門家（感染管理認定看護師及び感染症看護専門看護師

等）の関わりのもと、ワークシートを用いて、介護サービス事業者に持ち帰って実際のＢＣ

Ｐ策定に資するための討議と実習を行う。 

 ※必須参加 

 

（２）開催時間：13:30～17:30（最大４時間）／１開催あたり 

 

（３）開催日程：以下のとおり 

 

   ＜２次募集＞ 

開催月 開催日 

１月 

１月18日 

（水） 

１月19日 

（木） 

１月21日 

（土） 

１月22日 

（日） 

１月23日 

（月） 

１月25日 

（水） 

１月27日 

（金） 
 

２月 
２月７日 

（火） 
   

 

 

5. 応募方法と受付数 

（１）応募方法：応募専用サイトの申込フォームから申込み。 

 

サイト → https://jmar-llg.jp/r04kansen/         

 

※詳細は応募専用サイトの募集内容を参照すること。 

※開催日ごとの定員になり次第、申込受付は終了する。 

 
（２）受付数 

各開催日ごとに、最大70名まで。 

 

（３）募集期間 

令和４年12月12日（月）～令和４年12月26日（月） 

 

（４）実施期間 

令和５年１月18日（水）～令和５年２月７日（火） 

 

6. 費用負担： なし 
 
 

7. 参加申込から研修当日の参加までの流れ 
 

  

②申込確認

メールが、申

込時の登録

メール宛に

届く 

④開催日の前日までに、「当日ご案

内」メールが届く 

・会議参加用 zoom の ID＆ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 

・手元資料のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｻｲﾄの URL 

③zoom のアプリ

を当日使用する

PC かﾀﾌﾞﾚｯﾄに

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、ｲﾔ

ﾎﾝﾏｲｸやｶﾒﾗ等

を準備する 

① 専用申込

サイトの申込フ

ォームへ必要

事項を記入し

参加申込み 

開催日当日へ 

https://jmar-llg.jp/r04kansen/


 

8. 留意事項 

 

・ 同一法人内から違うサービス種の事業所が複数応募する場合は、それぞれで参加登録を行

い、当日の参加も、別の場所（別会議室等）から参加すること。 

・ 同一介護サービス事業所の職員が複数名参加する場合、1台のデバイス（タブレットやPC等）

で、複数名の参加聴講も可能とする。その際は、申込時に登録代表者と参加予定人数をあら

かじめ登録すること。ただし、１事業所１申込とすること。 

・応募内容に不備や誤りがある場合や、メール送信後１週間以内に返信がない場合は、事務局

の判断により応募を取り消す場合がある。 

・ 参加の際は、PCかタブレットを用意し、ZOOMミーティングが使用できるよう、事前にアプリ

のダウンロードなどの準備が必要となる。 

（具体的な方法は、申込専用サイトのガイドを参照） 

 

 

 

9. 問い合わせ 

 

感染対策における業務継続計画策定のための研修事務局 

（株式会社日本能率協会総合研究所） 

 〇電話：0120-304-603 

〇E-mail：k_toiawase@jmar.co.jp  

       

 

以上 




